
    

第１１次栗東市交通安全計画（素案）概要             資料３  

 

第１０次栗東市交通安全計画の目標 

目標                                          実績 

① 平成 32年（令和 2年）までに連続 600日間死亡事故ゼロを    ① 1025日間、死亡事故ゼロ（平成 28年 3月 8日から 

達成する。                                                 平成 30年 12月 27日まで） 

② 平成 32年（令和 2年）までに年間負傷者数を 300人以下に     ② 年間負傷者数 261人（平成 29年） 

にする。                                        →4年前倒しで達成 

目標を達成するために取組みをした対策（主なもの） 

〇道路環境整備・・・新設道路：下鈎出庭線、出庭 4号幹線、岡金勝川 3号線 

歩道整備：苅原綣線 

そ の 他：栗東駅前視覚障がい者誘導用ブロック設置、カラー舗装、外側線 

〇交通安全教室・・・対 象 者：幼児・小学生・中学生・高校生・高齢者・障がいのある人 

 

第１０次栗東市交通安全計画からの課題 

○ 高齢者の交通事故件数に占める割合は、栗東市の高齢者人口構成比と比べて高くなっている。 

○ 子どもの事故の発生割合は、県内平均を上回っている。 

○ 自転車事故の発生割合は、県内平均を上回っている。 

 以上のことから、交通弱者の安全確保、特に自転車利用者の交通安全教育の充実と、高齢者や子どもの安全確保ができる交

通安全施設整備が課題である。 

 

第１１次栗東市交通安全計画（案） 

～ 交通事故のない安全・安心な栗東を目指して ～ 

基 本 理 念   交通事故のない安全・安心な栗東を目指します。 

計画の目的   交通安全対策基本法第 26条第１項の規定により、栗東市交通安全対策会議は、県の第１１次交通安全計画に

基づき、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱また、第六次栗東市総

合計画基本計画の交通安全の施策を実現するための計画 

計画の期間   令和 3 年度から令和 7年度までの５年間 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【          ４つの視点        】 

Ⅰ 高齢者および子どもの安全確保(P10) 

Ⅱ  歩行者および自転車の安全確保

(P10) 

Ⅲ 生活に密着した身近な道路および 

交差点における安全確保(P10・11) 

Ⅳ 地域が一体となった交通安全対策の

推進(P11) 

 

【           ７つの柱         】 
１ 道路交通環境の整備(P12～16) 

・ 生活に密着した身近な道路における人

優先の安全・安心な歩行空間の整備 

・ 高齢者等の安全を守る歩行空間等の整

備 

・ 自転車利用環境の総合的整備 

２ 交通安全思想の普及徹底(P16～24) 

・ 段階的かつ体系的な交通安全教育の推

進 

・ 自転車安全利用の促進 

・ 飲酒運転根絶に向けた規範意識の確立 

３ 安全運転の確保(P25・26) 

・ 高齢運転者教育の充実 

４ 車両の安全性の確保(P26) 

・ 自動車、自転車の安全性の確保 

５ 道路交通秩序の維持(P26・27) 

・ 交通の指導取締りの強化 

６ 救助・救急活動の充実(P27・28) 

・ 救助・救急体制の整備 

７ 被害者支援の充実と推進(P28・29) 

・ 交通事故相談活動の推進 

・ 自転車損害賠償保険等への加入促進 

生活に密着した身近な道路における 

交通事故防止に向けた安全対策 

交通弱者の安全確保対策 

① 交通安全施設等整備事業の推進

(P13) 

・関係機関と連携し、道路交通環境を

改善し、交通事故防止、交通の円滑

化を推進 

・通学路等交通安全プログラムに基づ

き、実情に沿った効果的な改善を推進 

通学路及びお散歩ルート 

横断歩道の強調標示 

 

② 高齢者等の移動手段の確保充実 

(P13) 

・地域の実情に見合った交通手段の

確保 

 

③ 効果的な交通規制の推進(P13) 

・良好な生活環境を維持するための交

通規制 

 

④ 自転車利用環境の総合的整備

(P13･14) 

・安全かつ円滑に自転車を利用できる

環境の整備 

 

⑤ 交通需要マネジメントの推進(P14) 

・道路交通渋滞の緩和と道路交通の

安全と円滑化のため「くりちゃんバス」

をはじめとする公共交通機関の利用を

促進 

① 段階的かつ体系的な交通

安全教育の推進(P16~20) 

・年齢、交通手段別の安全教

育の実施 

（1）幼児に対する交通安全 

教育の推進 

 （2）小学生に対する交通安全 

   教育の推進 

 （3）中学生に対する交通安全 

   教育の推進 

 （4）高齢者に対する交通安全 

   教育の推進 

 （5）障がい者等に対する交通 

   安全教育の推進 

 

② 効果的な交通安全教育の

推進(P20) 

・交通団体による交通安全啓

発活動等の活動支援 

 

③ 横断歩行者の安全確保

(P20・21) 

 ・交通安全教育の徹底 

 

④ 自転車安全利用の推進

(P21) 

・歩行者や他の車両に配慮し

た通行等自転車の正しい乗り

方や自転車の歩道通行時に

おけるルールの周知徹底 

道路交通の安全  目標・・・①令和７年までに連続 1,000日間死亡事故ゼロにする。 

      ②令和７年までに年間重傷者を 15人以下にする 

    
踏切道の交通安全についての目標(P30) 

○ 市内において踏切事故ゼロを目指す。 

講じようとする施策(P30) 

   踏切道に進入する車両等の一時停止の明瞭化の取組を強化します。 

踏切道における交通の安全 


